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はじめに 

 

全国の多くの自治体で人口減少と少子高齢化が進行する中、大淀町（以下、名称等を除き

「本町」という）においても子どもの数は減少傾向にあり、このままでは町立学校の教育環境

や運営体制の維持が困難になることが懸念されています。子どもたちが多様な価値観に触れ、

社会性や協調性、そして自尊感情を育み、未来を生き抜くために必要な資質・能力を確実に身

につけられるよう、質の高い教育を安定的に提供し続けることが、喫緊の課題となっています。 

このような現状と将来の児童生徒数推計を踏まえ、本町では令和７年３月に策定した『大淀

町立学校の適正化にかかる基本方針』に基づき、子どもたちにとって最も望ましい教育環境の

実現をめざすべく、『大淀町立学校の適正化に係る基本計画（仮称。以下「適正化基本計画」

という）』を策定することにいたしました。 

適正化基本計画では、単に学校の統合や再編といった配置の効率化を図るだけでなく、望ま

しい教育環境の基準を明確にし、通学の安全確保や地域コミュニティの維持に最大限配慮しな

がら、教育課題への対応も視野に入れた、持続可能な学校運営体制の構築を進めていきます。 

 

この『大淀町 町立学校の適正化に向けた中間まとめ（以下「中間まとめ」あるいは「本書」

という）』は、適正化基本計画策定に向け基礎となる一定の現状を整理したものとなりますが、

今後は、町民の皆様、保護者、学校関係者の皆様との丁寧な対話を重ね、未来の本町を担う子

どもたちのために、より良い学校の姿を実現するための道筋を示し、適正化基本計画の円滑な

推進を通じて、子どもたちが安心して学び、より健やかに成長することのできる環境の整備に

向けて取り組んでまいります。 

 

大淀町教育委員会 

 

 

 

 

【本書内の表記等について】 

・本書では、町立小学校３校の名称から"大淀"を略し、桜ヶ丘小学校、緑ヶ丘小学校、希望ヶ丘

小学校、あるいは桜ヶ丘小、緑ヶ丘小、希望ヶ丘小と記しています。 

・文章内の"年"の表記は、原則として元号（令和●年、平成●年等）を使用しています。 

・表やグラフ内では、令和を"R"、平成を"H"で示し、続けて数字２桁で年を記しています。 

・表やグラフ内の割合を示す各数値（～％）は小数点以下第２位で四捨五入しているため、全体

に対する割合を示す場合も、数値の合計が100.0％にならないことがあります。 

・本書に掲載している資料（表やグラフ、図等）のうち、出典について記載の無いものは、すべ

て大淀町教育委員会によるものです。 
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第１部 町と町立学校の状況 
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１．町の状況 

(１) 人口・世帯数 

① 総人口 
本町の総人口は年々減少しており、令和７年の総人口は平成29年比で86.6％となっていま

す。減少の傾向は、小学校区別でも、顕著な違いはみられません。 

 

 

資料：大淀町住民基本台帳 

  

単位：人（各年３月末時点）

　　　　年
　校区

H29 H30 H31 R02 R03 R04 R05 R06 R07
R07の
H29比

R07の
R03比

増減の傾向

桜ヶ丘小
校区

6,628 6,560 6,450 6,337 6,212 6,116 5,965 5,857 5,730 86.5% 92.2%

緑ヶ丘小
校区

6,139 6,043 5,941 5,851 5,723 5,571 5,492 5,386 5,241 85.4% 91.6%

希望ヶ丘小
校区

5,358 5,308 5,221 5,148 5,042 4,954 4,907 4,826 4,728 88.2% 93.8%

合計 18,125 17,911 17,612 17,336 16,977 16,641 16,364 16,069 15,699 86.6% 92.5%

5,358 5,308 5,221 5,148 5,042 4,954 4,907 4,826 4,728

6,139 6,043 5,941 5,851 5,723 5,571 5,492 5,386 5,241

6,628 6,560 6,450 6,337 6,212 6,116 5,965 5,857 5,730

18,125 17,911 17,612 17,336 16,977 16,641 16,364 16,069 15,699

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H29 H30 H31 R02 R03 R04 R05 R06 R07

単位：人（グラフ最上段は総人口）

希望ヶ丘小校区 緑ヶ丘小校区 桜ヶ丘小校区
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② 総世帯数 
平成29年から令和３年まで、本町の総世帯数は増減していましたが、令和３年以降は年々

減少しており、令和７年の総世帯数は平成29年比で99.6％となっています。増減の傾向は、

小学校区によって表の最右列「増減の傾向」に示すような特徴がみられます。 

 

 

資料：大淀町住民基本台帳 

③ 世帯人員 
本町の世帯人員（人口÷世帯数。一世帯当たりの平均構成人員）は年々減少しており、令

和７年の世帯人員は2.14人で、平成29年の2.46人から0.32人減少しています。小学校区別に

みると、令和７年の桜ヶ丘小校区の世帯人員は２人を切り1.97人となっています。 

※令和７年１月１日現在の世帯人員は、国が2.03人、奈良県が2.15人。 

 

資料：大淀町住民基本台帳 

単位：世帯（各年３月末時点）

　　　　年
　校区

H29 H30 H31 R02 R03 R04 R05 R06 R07
R07の
H29比

R07の
R03比

増減の傾向

桜ヶ丘小
校区

2,947 2,972 2,967 2,951 2,965 2,976 2,962 2,946 2,908 98.7% 98.1%

緑ヶ丘小
校区

2,389 2,381 2,390 2,388 2,402 2,382 2,393 2,404 2,398 100.4% 99.8%

希望ヶ丘小
校区

2,042 2,057 2,052 2,064 2,050 2,039 2,041 2,041 2,046 100.2% 99.8%

合計 7,378 7,410 7,409 7,403 7,417 7,397 7,396 7,391 7,352 99.6% 99.1%

2,042 2,057 2,052 2,064 2,050 2,039 2,041 2,041 2,046

2,389 2,381 2,390 2,388 2,402 2,382 2,393 2,404 2,398

2,947 2,972 2,967 2,951 2,965 2,976 2,962 2,946 2,908

7,378 7,410 7,409 7,403 7,417 7,397 7,396 7,391 7,352

0

2,000

4,000

6,000

8,000

H29 H30 H31 R02 R03 R04 R05 R06 R07

単位：世帯（グラフ最上段は総世帯数）

希望ヶ丘小校区 緑ヶ丘小校区 桜ヶ丘小校区

単位：人／世帯（各年３月末時点）

　　　　年
　校区

H29 H30 H31 R02 R03 R04 R05 R06 R07
R07と

H29の差
R07と

R03の差
増減の傾向

桜ヶ丘小
校区

2.25 2.21 2.17 2.15 2.10 2.06 2.01 1.99 1.97 -0.28 -0.12

緑ヶ丘小
校区

2.57 2.54 2.49 2.45 2.38 2.34 2.30 2.24 2.19 -0.38 -0.20

希望ヶ丘小
校区

2.62 2.58 2.54 2.49 2.46 2.43 2.40 2.36 2.31 -0.31 -0.15

合計 2.46 2.42 2.38 2.34 2.29 2.25 2.21 2.17 2.14 -0.32 -0.15
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(２) 近隣自治体との比較 

本町の人口と世帯数について、隣接する吉野町、下市町、高取町の３町及び近隣の橿原市と

比較します。なお、ここでは同じ統計上の数値を比較するため、奈良県が公表している推計人

口と世帯数（直近の国勢調査結果を基準に、出生や死亡、転入・転出等による移動数を加減し

たもの）を掲載しています。 

① 人口 
本町の令和６年10月１日現在の推計人口は15,457人で、平成29年の人口の88.6％となって

います。この平成29年の人口に対する各年の人口の割合の推移を隣接する３町と比較すると、

本町は下市町や吉野町より減少率が低く、高取町とほぼ同じ傾向で推移しています。 

なお、表の５つの市町のうち４市町が平成29年以降は継続して人口が減少している中、下

市町の令和２年人口（令和２年の国勢調査人口）は令和元年人口（平成27年の国勢調査人口

を基準にした推計人口）より73人多い5,037人となっていますが、平成27年の国勢調査人口

を基準に公表されている下市町の令和２年人口は4,803人で令和元年人口より161人減少して

いることから、調査方法等による誤差が生じたものと推察されます。 

 

 

 
資料：奈良県推計人口調査 

  

人口　単位：人（各年10月１日現在）
H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06

大淀町 17,441 17,179 16,890 16,728 16,386 16,062 15,780 15,457
吉野町 6,911 6,674 6,412 6,229 6,071 5,850 5,630 5,427
下市町 5,308 5,155 4,964 5,037 4,835 4,664 4,504 4,319
高取町 7,003 6,882 6,808 6,729 6,573 6,473 6,340 6,203
橿原市 122,991 122,422 122,003 120,922 120,231 119,709 118,981 118,311

人口の対H29比　単位：％（各年10月１日現在）
H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06

大淀町 100.0 98.5 96.8 95.9 94.0 92.1 90.5 88.6
吉野町 100.0 96.6 92.8 90.1 87.8 84.6 81.5 78.5
下市町 100.0 97.1 93.5 94.9 91.1 87.9 84.9 81.4
高取町 100.0 98.3 97.2 96.1 93.9 92.4 90.5 88.6
橿原市 100.0 99.5 99.2 98.3 97.8 97.3 96.7 96.2

大淀町

吉野町

下市町
高取町

橿原市

70.0

80.0

90.0

100.0

H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06

単位：％

大淀町 吉野町 下市町 高取町 橿原市
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② 年少人口指数と老年人口指数 
生産年齢人口（15～64歳人口）に対する年少人口（15歳未満人口）の割合（＝年少人口指

数）と老年人口（65歳以上人口）の割合（＝老年人口指数）の推移を隣接する３町と比較す

ると、本町の年少人口指数は高取町より低く推移している一方、老年人口指数は４町の中で

最も低く推移しています。 

 

 

 
 

 

 
資料：奈良県推計人口調査 

年少人口指数＝年少人口÷生産年齢人口　単位：％（各年10月１日現在）
H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06

大淀町 18.5 18.2 18.1 17.9 16.6 15.8 15.3 14.8
吉野町 14.7 14.6 14.7 14.8 14.4 14.2 13.7 13.5
下市町 13.8 14.0 14.7 14.9 13.6 13.0 13.3 12.4
高取町 18.8 19.0 18.8 18.8 17.9 17.3 16.6 15.8
橿原市 21.2 21.0 20.8 20.6 20.0 19.5 19.2 18.9

大淀町

吉野町

下市町

高取町橿原市

10.0

15.0

20.0

25.0

H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06

単位：％

大淀町 吉野町 下市町 高取町 橿原市

老年人口指数＝老年人口÷生産年齢人口　単位：％（各年10月１日現在）
H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06

大淀町 55.6 58.6 61.4 63.6 64.6 66.9 69.1 71.8
吉野町 112.4 119.2 125.3 129.3 127.9 129.3 133.4 140.6
下市町 90.5 94.0 98.5 102.4 104.0 106.3 112.0 118.6
高取町 75.0 78.5 80.0 84.3 86.9 87.8 90.2 92.7
橿原市 46.4 47.5 48.3 49.3 50.2 50.5 51.0 51.6

大淀町

吉野町

下市町

高取町

橿原市
30.0

70.0

110.0

150.0

H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06

単位：％

大淀町 吉野町 下市町 高取町 橿原市
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③ 世帯数 
本町の令和６年10月１日現在の世帯数は6,461世帯で、平成29年の世帯数の87.2％となっ

ています。この平成29年の世帯数に対する各年の世帯数の割合の推移を隣接する３町と比較

すると、本町は他の３町より減少率が概ね低く、令和２年以降はほぼ横ばいで推移しており、

世帯数に大きな増減のないことがわかります。 

なお、令和元年から令和２年にかけていずれの市町も減少幅が大きくなっていますが、こ

れは平成27年国勢調査の世帯数から算出した推計世帯数と、令和２年に実施された国勢調査

の数（実調査数）の乖離によるものと推察されます。 

 

 

 
資料：奈良県推計人口調査 

 

 

  

世帯数　単位：世帯（各年10月１日現在）
H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06

大淀町 7,411 7,408 7,415 6,509 6,483 6,474 6,471 6,461
吉野町 3,344 3,317 3,241 2,659 2,634 2,573 2,532 2,472
下市町 2,496 2,470 2,439 2,139 2,088 2,047 2,012 1,947
高取町 2,874 2,875 2,902 2,320 2,306 2,303 2,275 2,263
橿原市 52,753 53,156 53,673 51,330 51,790 52,327 52,777 53,135

世帯数の対H29比　単位：％（各年10月１日現在）
H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06

大淀町 100.0 100.0 100.1 87.8 87.5 87.4 87.3 87.2
吉野町 100.0 99.2 96.9 79.5 78.8 76.9 75.7 73.9
下市町 100.0 99.0 97.7 85.7 83.7 82.0 80.6 78.0
高取町 100.0 100.0 101.0 80.7 80.2 80.1 79.2 78.7
橿原市 100.0 100.8 101.7 97.3 98.2 99.2 100.0 100.7

大淀町

吉野町

下市町

高取町

橿原市

70.0

80.0

90.0

100.0

H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06

単位：％

大淀町 吉野町 下市町 高取町 橿原市
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２．町立学校の状況 

(１) 町立学校の施設概要 

 

学校 

桜ヶ丘小学校 

 

緑ヶ丘小学校 

 

希望ヶ丘小学校 

 

大淀中学校 

 

所在区 下渕 土田 北野 桧垣本 

建
築
状
況
等 

校
舎 

・平成19年新築 ・平成18年新築 ・昭和58年新築 

・平成４年増築 

・平成19年増築 

・昭和50年新築 
 ※その後、平成５年 
  までに数度増築 
・平成22～23年 
 大規模改修実施 

<令和７年度の状況> 

・新築後18年 

・バリアフリー化済 
・10年以内の大規模 
 改修：必要なし 

<令和７年度の状況> 

・新築後19年 

・バリアフリー化済 
・10年以内の大規模 
 改修：必要なし 

<令和７年度の状況> 

・１期工事後43年 

・バリアフリー化済 
・10年以内の大規模 
 改修：必要あり 

<令和７年度の状況> 

・大規模改修後15年 

・バリアフリー化済 
・10年以内の大規模 
 改修：必要なし 

付
帯
施
設 

【体育館】 

・平成14年新築 

 

【プール】 

・平成24年改修 

【体育館】 

・平成17年新築 

 

【プール】 

・平成25年改修 

【体育館】 

・昭和59年新築 

・平成25年増築 

【プール】 

・昭和58年新築 

【体育館】 

・昭和58年新築 

 

【プール】 

・昭和53年新築 

保
有
教
室
数 

普
通
教
室 

総数：21教室 

<令和７年度の用途> 

・通常教室   ８ 

・特別支援教室 ５ 

・通級教室   １ 

・少人数教室  ３ 

・多目的教室  ３ 

 

・児童会室   １ 

 

総数：21教室 

<令和７年度の用途> 

・通常教室   ６ 

・特別支援教室 ５ 

・通級教室   １ 

・教育相談室  １ 

・多目的教室  ６ 

・感覚統合教室 １ 

・音楽準備室  １ 

 

総数：20教室 

<令和７年度の用途> 

・通常教室   ６ 

・特別支援教室 ４ 

・通級教室   １ 

・少人数教室  ６ 

・多目的教室  １ 

・外国語教室  １ 

・児童会室   １ 

 

総数：23教室 

<令和７年度の用途> 

・通常教室   11 

・特別支援教室 ４ 

・通級教室   １ 

・少人数教室  ３ 

・相談室    １ 

・登校支援室  １ 

・書道教室   １ 

・第２美術室  １ 

特
別
教
室 

・小学校：７～８教室 

 （理科室、音楽室、図工室、家庭科室、コンピュータ教室、図書室 他） 

・中学校：15教室 

 （理科室、音楽室、美術室、家庭科室、技術室、コンピュータ教室、図書室 他） 

※「普通教室」最上段の総数は、各学校で通常の教室（学級）として使用可能な教室の最大数を示しています。 
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(２) 町立学校の児童生徒数と学級数 

令和３年度から令和７年度までの本町の町立学校（小学校３校、中学校１校）の児童生徒数

は以下の通りとなっており、令和７年度の学級数は、小学校・中学校とも、学校教育法施行規

則において標準規模とされる12～18学級を下回っています。なお、学級編制は以下の基準に基

づいています。 

 

 【小学校】１～２年：30人、３～６年：35人  【中学校】全学年：40人 

 

以下、いずれも単位：人、学級（各年度５月１日時点） 

 
  

人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級
１年 39 2 34 2 32 2 29 1 33 2
２年 40 2 38 2 34 2 32 2 30 1
３年 32 1 41 2 37 2 34 1 32 1
４年 45 2 31 1 41 2 36 2 34 1
５年 49 2 44 2 31 1 41 2 36 2
６年 60 2 48 2 44 2 31 1 41 2
計 265 11 236 11 219 11 203 9 206 9

人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級
１年 29 1 29 1 32 2 24 1 23 1
２年 27 1 29 1 28 1 34 2 23 1
３年 39 2 27 1 28 1 28 1 34 1
４年 40 2 40 2 27 1 28 1 28 1
５年 37 2 41 2 43 2 28 1 27 1
６年 36 2 37 2 41 2 44 2 27 1
計 208 10 203 9 199 9 186 8 162 6

人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級
１年 32 2 22 1 25 1 27 1 25 1
２年 33 2 33 2 23 1 24 1 27 1
３年 34 1 33 1 33 1 23 1 24 1
４年 42 2 34 1 34 1 33 1 23 1
５年 40 2 42 2 34 1 35 1 32 1
６年 38 2 40 2 43 2 34 1 35 1
計 219 11 204 9 192 7 176 6 166 6

人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級
１年 125 4 121 4 113 3 115 3 97 3
２年 145 4 125 4 121 4 115 3 117 3
３年 153 4 145 4 125 4 122 4 114 3
計 423 12 391 12 359 11 352 10 328 9

希望ヶ丘小学校

大淀中学校

桜ヶ丘小学校

緑ヶ丘小学校

R06 R07

R04 R05 R06 R07

R03 R04 R05 R06　年度
学年

　年度
学年

　年度
学年

　年度
学年

R03

R03

R04

R03 R04 R05

R05 R06 R07

R07
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(３) 学校区の状況 

① 通学区域 
本町の令和７年５月現在の町立小学校の通学区域（小学校区）は、以下の通りです。大淀

中学校については、町内全域が通学区域となります。 

 

 

 

 

 

 

【各小学校区に含まれる地区】 

小学校 校区に含まれる地区 

桜ヶ丘小学校 

新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、岡崎一丁目、岡崎二丁目、 

岡崎三丁目、西町一丁目、西町二丁目、西町三丁目、西町四丁目、 

西町五丁目、西町六丁目、香梨台、車坂町、高見台、つつじヶ丘、 

北町一丁目、北町二丁目、北町三丁目、北町学園前、岩壷、鉾立、 

大岩、今木、薬水、佐名伝、大阿太グリーンポリス、福神 

緑ヶ丘小学校 
口越部、中越部、奥越部、土田、南大和、口桧垣本、上桧垣本、 

吉野平、金吾町、畑屋、持尾、矢走、芦原 

希望ヶ丘小学校 
中増、西増、増口、出口、比曽、上比曽、北六田、新野、馬佐、 

北野 

  

桜ヶ丘小学校区 

緑ヶ丘小学校区 希望ヶ丘小学校区 

桜ヶ丘小学校 緑ヶ丘小学校 希望ヶ丘小学校 
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② 通学の状況 
小学生については、徒歩や公共交通機関（電車、路線バス）等による通学のほか、奈良交

通株式会社に委託し、町が保有する３台のスクールバス（定員35人）を桜ヶ丘小校区で１台、

希望ヶ丘小校区で２台運行しています。スクールバスの利用者は、平成28年度には３台で79

人（１台平均26.3人）でしたが、令和７年度には３台で34人となっています。 

 

学校 スクールバス運行台数 通学に利用する主な公共交通 

桜ヶ丘小学校 １台 近鉄吉野線 

緑ヶ丘小学校 なし 奈良交通バス 

希望ヶ丘小学校 ２台  

大淀中学校 なし 近鉄吉野線 

 

 

 
  

参考：近年のスクールバス利用実績 各年度５月１日現在

学校 項目
　 年度
 単位

R03 R04 R05 R06 R07
平均
(人)

(A)総児童数 265 236 219 203 206

(B)うちバス利用者数 15 13 14 11 14

(B)÷(A) ％ 5.7 5.5 6.4 5.4 6.8 6.0

(A)総児童数 219 204 192 176 166

(B)うちバス利用者数 32 31 32 26 20

(B)÷(A) ％ 14.6 15.2 16.7 14.8 12.0 14.7

人 47 44 46 37 34スクールバス利用者数計

 桜ヶ丘小学校

 希望ヶ丘小学校

人

人
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(４) 町立学校の学級編制 

奈良県の公立小中学校の学級編制基準は国の法律に準拠して定められていますが、本町では、

児童へのよりきめ細やかな指導を実現するため、小学校１・２学年について、町独自の予算で

講師を配置し、県基準よりも少ない学級編制を実施しています。 

 

【学級編制基準（１学級あたりの児童生徒数）】 

学校種別 学年 
奈良県基準 
（国準拠） 

大淀町基準 

小 学 校 

１・２学年 

35人 

30人 

３〜６学年 35人 

中 学 校 全学年 40人 40人 

特別支援学級 全学年 ８人 ８人 

 

(５) 町立学校の管理運営費 

 

  

単位：円（大型工事を除く）
　　 年度
 項目

R04 R05 R06

決算額 42,519,968 42,879,572 48,184,089

前年比 359,603 5,304,517

決算額 37,359,076 36,385,361 43,793,215

前年比 ▲ 973,716 7,407,854

決算額 43,806,613 42,415,694 49,319,697

前年比 ▲ 1,390,920 6,904,003

決算額 123,685,658 121,680,626 141,297,000

前年比 ▲ 2,005,032 19,616,374

決算額 54,859,073 58,975,772 65,939,209

前年比 4,116,699 6,963,437

決算額 178,544,731 180,656,398 207,236,209

前年比 2,111,667 26,579,811

桜ケ丘小学校

緑ヶ丘小学校

希望ヶ丘小学校

大淀中学校

町立学校の合計

３小学校の合計
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３．大淀町の教育方針（小中学校教育のあり方） 

(１) 大淀町教育大綱 

第２期大淀町教育大綱（令和４年度～令和８年度）では、以下の基本理念と基本方針、具体

的施策を定めています。 
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出典：第２期大淀町教育大綱 概要（令和４年３月） 
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(２) 大淀町学校教育の重点 

本町では、学校教育の充実に向け特に重点を置いて取り組む事項として、「大淀町学校教育

の重点」を年度ごとに定めています。令和７年度の重点は、以下の通りです。 
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(３) 大淀町総合計画「学校教育環境の充実プロジェクト」 

第４次大淀町総合計画後期計画（令和４年度～令和８年度）では、４つの重点プロジェクト

の１つとして「学校教育環境の充実プロジェクト」を定めており、このプロジェクトの実施を

通して期待する効果として、「良好な学習環境の構築」「教育内容の充実」「学校・家庭・地

域等の連携による教育活動の推進」の３つを示しています。 

 

 

 

出典：第４次大淀町総合計画後期計画（令和４年３月） 

 

【プロジェクト概要】 

■町立学校のあり方及び学校適正配置の検討 

令和３年度に町教育委員会としてとりまとめた「大淀町立学校の規模や配

置の適正化についての考え方」や将来の人口予測をふまえ、学びの保障、良

好な教育環境を最優先に、「学校のあり方、学校の適正配置」について検討

を進めます。学校の適正配置は、子どもの人数が大きく関係しますが、町の

子どもの実態、町の教育方針、施設の状況、地域の学校としての役割、まち

づくり、住民の声や意見等を十分に考慮する必要があります。 

■学校教育の充実に向けた環境整備 

児童・生徒の確かな学力の確立と、豊かな心、健やかな体の育成をめざ

し、学校における教育内容の充実に努めます。また、児童・生徒の安心安全

な学習環境の確保、多様化する教育内容に対応するための施設の維持・改修

と設備等の充実を図ります。 

■学校・家庭・地域等の連携を図る取り組みの充実 

学校と家庭、地域や関係機関が一体となり、子どもを見守り、育てる教育

活動を推進します。また、地域・社会の教育資源を活用し、子どもを支え伸

ばす教育活動を推進します。 

【期待する効果】 

■良好な学習環境の構築 

■教育内容の充実 

■学校・家庭・地域等の連携による教育活動の推進 





第２部 町立学校の適正化について 
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１．学校の適正化とは 

(１) 国の意向 

国（文部科学省）は、令和７年３月に発行した「公立小中学校の統廃合をお考えの皆さまへ」

というリーフレットの中で、「適正規模・適正配置の基本的な考え方」について以下のように

示しています。 

出典：文部科学省「公立小中学校の統廃合をお考えの皆さまへ」（令和７年３月） 

※枠内青色太字強調は、大淀町教育委員会。 

 

このように、学校の適正化とは、児童生徒の教育条件改善の観点を中心に据えて行うべきも

のであり、その方向性の決定には、地域の実情にあわせた判断が求められています。 

 

  

義務教育段階の学校の目的は、児童生徒の能力を伸ばしつつ、社会的自立の

基礎、国家・社会の形成者としての基本的資質を養うことであり、学校では、

児童生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨

することを通じて思考力や表現力、判断力、問題解決能力などを育み、社会性

や規範意識を身に付けさせることが重要であること等から、学校は一定の規模

を確保することが重要です。 

学校規模の適正化の検討は、あくまでも児童生徒の教育条件の改善の観点を

中心に据え、学校教育の目的や目標をより良く実現するために行うべきもので

す。 

また、学校は地域のコミュニティの核として、防災・保育・地域の交流の場

等の機能を併せ持ちます。地域の実情により、学校統廃合が困難な場合や小規

模校として存続させることが必要な場合もあり、こうした判断も尊重される必

要があります。 
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(２) 統廃合のメリットとデメリット 

町立学校の適正化を進める際、検討が必要となる学校の統廃合について、４つの視点から主

なメリットとデメリットを考察します。 

 

視点 メリット デメリット 

教育の質 

・教員や設備の集約により、多彩

な教育や専門性の高い教育が可

能になる 

・集約化により、教育に係る施設

や設備の充実が進めやすい 

・少人数ならではのきめの細かい

教育が難しくなる場合がある 

・地域や学校独自の特色ある教育

が難しくなる場合がある 

児童生徒 

・児童数が増えることで、多様な

人間関係を築くことができる 

・通学距離や通学時間が延長する

児童生徒の負担が増す 

・統合時の転校や新たなクラス編

制により、児童生徒に心理的ス

トレスの生じる懸念がある 

地域コミュニティ 

・空き校舎等の再活用による地域

活性化の可能性が生まれる 

・児童生徒を中心に地域を越えた

交流が生まれる 

・学校が地域の拠点としての役割

を失い、地域の一体感が希薄に

なる場合がある 

行財政運営 

・施設の維持や更新にかかるコス

トや人件費を効率化することが

できる 

 

・住民の理解や合意形成に時間が

かかる場合がある 

・校舎の改修や新設、スクールバ

スの導入など、一時的に多額な

費用がかかる場合がある 
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２．町立学校の適正化の検討状況 

(１) 検討の経緯 

本町では、町内すべての学校において児童生徒数が年々減少している状況を踏まえ、町の将

来を担う子どもたちにとって望ましい教育環境を整え、充実した学校生活を実現していくため、

令和２年10月に町立学校適正化についての内部検討会議を設置しました。以後、様々な検討や

協議、調査等を経て、令和６年度に『大淀町立学校の適正化に係る基本方針』をまとめました。 

その基本方針に基づき、令和７年度には、令和８年度に予定する適正化基本計画の作成に向

け、３回の適正化検討会議を経て、『大淀町 町立学校の適正化に向けた中間まとめ』を作成し

ました。 

 

【主な経緯】 

年月 内容 

令和２年10月 ・教育委員会で検討会議を設置 

令和３年12月 
・事務局にて「大淀町立学校の規模や配置の適正化についての考え方」 

原案を作成 

令和４年３月 

・教育委員会会議にて「大淀町立学校の規模や配置の適正化についての 

考え方」を承認 

・第４次総合計画後期基本計画に学校適正化の検討プロセスを公表 

令和４年10月 ・大淀町立学校適正化検討プロジェクト会議を設置 

令和５年１月 ・大淀町立学校適正化検討会議を設置。第１回会議を開催 

令和５年５月 ・保護者、教職員、一般を対象にアンケート調査を実施 

令和６年２月 ・大淀町立学校の教員を対象とした調査を実施 

令和６年６月 
・第６回適正化検討会議にて「大淀町立学校の適正化に係る基本方針（原

案）」の内容について合意 

令和６年10月 
・大淀町立学校適正化審議会を設置、第１回審議会を開催 

・審議会に「大淀町立学校の適正化に係る基本方針（案）」等を諮問 

令和７年３月 
・審議会より「大淀町立学校の適正化に係る基本方針（案）」等について答申 

・『大淀町立学校の適正化に係る基本方針』の策定・公開 

令和７年11月 
・第７回適正化検討会議にて「大淀町 町立学校の適正化に向けた中間まとめ

（素案）」について協議 

令和８年１月 
・第８回適正化検討会議にて「大淀町 町立学校の適正化に向けた中間まとめ

（案）」について協議 

令和８年３月 
・第９回適正化検討会議にて「大淀町 町立学校の適正化に向けた中間まとめ

（最終案）」について協議 
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(２) 適正化に係る基本方針 

令和７年３月に策定した『大淀町立学校の適正化に係る基本方針（第４部に掲載。以下「適

正化基本方針」という）』では、以下を定めています。 

① 大淀町立学校における望ましい教育環境とは 

 

② 大淀町立学校における少人数指導の少人数とは 

 

③ 適正化基本計画の策定時期及び適正化実施時期 

  

●多様な児童生徒の個に応じて寄り添うことのできる支援体制が整えられ、 

自尊感情が高く、安心して過ごすことのできる居場所となる教育環境 

●児童生徒同士、児童生徒と教職員との信頼関係が深く、お互いが認め合い、

支え合い、高め合うことのできる教育環境 

●安全・安心に通学することのできる教育環境 

●学校が核となり、地域ぐるみで子どもを見守り、支え、はぐくむ教育環境 

適正化基本方針では、「望ましい少人数」を小学校１学級あたり20人程度と

し、以下の基準を設けました。また、小学校１学級あたり10人を下回ると少人

数のデメリットがメリットを超えるとしました。 

 

区分 最少人数 最大人数 

小学校１・２年 15人 30人 

小学校３～６年 18人 35人 

中学校 20人 40人 

 

【適正化基本計画の策定時期】 

適正化の方向性を定める適正化基本計画の策定時期は、町立小学校において

上記②の「望ましい少人数」を下回る学年が初めて現れると推測される令和９

年度を予定しています。 

【適正化の実施時期】 

適正化の実施時期について、適正化基本方針では、出生数や児童数の予測値

から、令和14年から令和18年を見込んでいます。 
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【適正化基本方針における適正化の見込み】 
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適正化の実施 

 
適正化の準備 



第３部 町立学校の適正化に向けた検証 
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１．適正化に向けた検証の進め方 

本町では、児童生徒数の将来推計や児童生徒の通学状況、各学校施設の状況等を踏まえ、子ど

もたちにとって望ましい教育環境を持続的に確保することを第一の目的とし、町立学校の適正化

に向け、複数のケースについて多角的な検証を進めます。 

(１) 適正化において想定する町立学校の配置ケース 

本町には、現在、町立小学校３校と町立中学校１校があることから、適正化には以下のよう

な配置ケースが考えられます。なお、小学校のみの統合は既存学校施設の活用を前提とします

が、義務教育学校または小中一貫校のケースでは、新たな学校施設の設置も視野に入れます。 

 
４つのケース 学校配置 

 ① 小学校３校と中学校１校 ・現在の学校配置を維持 

 ② 小学校２校と中学校１校 
・町立小学校３校のうち、 

いずれか２校を１校に統合 

 ③ 小学校１校と中学校１校 
・町立小学校３校を 

既存のいずれかの小学校１校に統合 

 ④ 義務教育学校または 

 小中一貫校いずれか１校 

・町立小学校３校と町立中学校１校を 

いずれかの学校施設を改修して統合、 

または新たな学校施設を設置 

④ 義務教育学校または小中一貫校
いずれか１校

③ 小学校１校と中学校１校② 小学校２校と中学校1校

① 小学校３校と中学校1校

小学校２校と中学校１校

【現在】小学校３校と中学校1校

現状を維持
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前ページ「②小学校２校と中学校１校」のケースにおいて、児童の通学の利便性や地域（小

学校区）間の連携等を考慮した場合、小学校区をまたぐ２校の統合は現実的ではないことから、

このケースでは、「桜ヶ丘小学校と緑ヶ丘小学校を統合」「緑ヶ丘小学校と希望ヶ丘小学校を

統合」の２つについて検証することとします。 

(２) 望ましい教育環境構築のための検証項目 

適正化の最も重要な目的である「子どもたちにとって望ましい教育環境」の持続的な確保に

向け、以下の検証を進めます。 

① 児童生徒数 
・友人関係の序列化や固定化を防ぎ、クラブ活動や委員会活動、運動会等を通じて多様な人

間関係を築くために望ましい規模の児童生徒数を確保できるか。 

・少人数指導のデメリットの影響を受けない学級運営が可能か。 

② 通学環境 
・すべての児童生徒に過度の負担が生じない通学手段や通学時間を確保できるか。 

・児童生徒の通学の安全を確保できるか。 

③ 教職員体制 
・担任以外の専科教員や専門性を持った教員の配置が可能か。 

・特別支援教育を含む多様な個に応じた指導体制を強化できるか。 

④ 施設環境 
・児童生徒が安心して学校生活を送ることのできる施設環境を維持できるか。 

・施設環境の維持に、過度の、あるいは重複する無駄な財政負担を生じることはないか。 

(３) 考慮すべき事項 

適正化の検討にあたっては、(２)の検証項目に加え、以下のような点についても考慮し、関

係する各部・各課と連携を図りつつ、実施する適正化が、子どもたちはもちろん、家庭や地域、

町にとって最良の選択となるよう、協議と検証を進めます。 

① 放課後の子どもの過ごし方 
子どもたちの健やかな成長にとっては、放課後の過ごし方も重要です。現在、本町では各

小学校にプレジャールーム（学童保育）を設置しており、放課後、多くの児童が利用してい

ます。適正化により学校の統廃合を伴う場合は、このプレジャールームの配置や利用のあり

方をはじめ、放課後の子どもたちの過ごし方について、児童本人や保護者に過分の負担が生

じることのないよう、協議を進めます。 
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② 地域への影響 
学校は、児童生徒のための教育の場であると同時に、地域コミュニティの核として、防災

や地域交流の拠点としての機能を併せ持っています。適正化により学校の統廃合を伴う場合

は、そのことによる地域への影響を十分に配慮し、また地域と地域の子どもたちとの関係が

希薄にならないよう、協議を進めます。 

 

③ 少子化や人口減少対策として 
本町では、少子化や人口減少が進んでいるものの、世帯数の減少割合は隣接する高取町や

下市町、吉野町に比べて低く推移しています。また、まだ多くの区画を持つ開発途上の住宅

団地もあることから、適正化の実施により「子どもたちにとって望ましい教育環境」の持続

的な確保を進め、「子どもを産み育てやすい町」として町のブランディングを進めることに

よって子育て世代等の流入を促進し、少子化や人口減少の歯止めに寄与することができるよ

う、協議を進めます。 
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２．児童生徒数の検証 

適正化の４つのケースについて、令和８年度から令和13年度までの児童生徒数の見込みを算出

し、学級数とともに検証します。 

※令和７年度の児童生徒数と学級数は実数、以降は令和７年３月31日現在の本町住民基本台帳人口より算出。 

(１) 小学校３校、中学校１校 

このケースでは、現在の町立小学校３校と町立中学校１校の配置を維持します。児童生徒数

と学級数の予測値は、以下の表の通りです。 

予測値からは、令和９年度に１学年20人を下回る小学校が現れ、令和11年度にはすべての町

立小学校で１学年20人を下回る学年が現れることが見込まれます。また、緑ヶ丘小学校では、

令和13年度に１年生が１学年10人を下回ることが見込まれます。 

 

  

 

  

予測値
R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13

人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級
１年 33 2 24 1 22 1 21 1 14 1 20 1 11 1
２年 30 1 33 2 24 1 22 1 21 1 14 1 20 1
３年 32 1 30 1 33 1 24 1 22 1 21 1 14 1
４年 34 1 32 1 30 1 33 1 24 1 22 1 21 1
５年 36 2 34 1 32 1 30 1 33 1 24 1 22 1
６年 41 2 36 2 34 1 32 1 30 1 33 1 24 1
計 206 9 189 8 175 6 162 6 144 6 134 6 112 6

予測値
R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13

人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級
１年 23 1 25 1 20 1 12 1 21 1 14 1 7 1
２年 23 1 23 1 25 1 20 1 12 1 21 1 14 1
３年 34 1 23 1 23 1 25 1 20 1 12 1 21 1
４年 28 1 34 1 23 1 23 1 25 1 20 1 12 1
５年 27 1 28 1 34 1 23 1 23 1 25 1 20 1
６年 27 1 27 1 28 1 34 1 23 1 23 1 25 1
計 162 6 160 6 153 6 137 6 124 6 115 6 99 6

予測値
R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13

人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級
１年 25 1 25 1 17 1 13 1 13 1 16 1 14 1
２年 27 1 25 1 25 1 17 1 13 1 13 1 16 1
３年 24 1 27 1 25 1 25 1 17 1 13 1 13 1
４年 23 1 24 1 27 1 25 1 25 1 17 1 13 1
５年 32 1 23 1 24 1 27 1 25 1 25 1 17 1
６年 35 1 32 1 23 1 24 1 27 1 25 1 25 1
計 166 6 156 6 141 6 131 6 120 6 109 6 98 6

　年度
学年

　年度
学年

　年度
学年

希望ヶ丘小学校

桜ヶ丘小学校

緑ヶ丘小学校

※児童生徒数と学級数の表において、 は１学年20人未満、 は１学年10人未満を示します。
　また青の太枠は、適正化基本方針で定めた１学級あたりの最少人数（P.20）を下回っていることを示します。
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(２) 小学校２校、中学校１校 

このケースでは、現在の町立小学校３校のうち、いずれか２校を１校に統合します。統合の

組み合わせごとの小学校の児童数と学級数の予測値は、次ページの表の通りです。中学校の生

徒数と学級数の予測値は(１)と同様のため、掲載を省略します。 

予測値からは、いずれの組み合わせも、統合する小学校の児童数と学級数の減少はある程度

免れますが、統合しない学校の児童数と学級数は(１)の予測値通りとなるため、早ければ令和

９年度、遅くとも令和11年度には、１学年20人を下回る学級が現れることが見込まれます。 

なお、前述の通り、小学校区をまたぐ２校の統合は現実的ではないことから、統合の形態は

「①桜ヶ丘小学校と緑ヶ丘小学校を統合」「②緑ヶ丘小学校と希望ヶ丘小学校を統合」の２つ

を想定しますが、「③桜ヶ丘小学校と希望ヶ丘小学校を統合」についても、参考として予測値

を掲載します。 

  

予測値
R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13

人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級
１年 97 3 93 3 86 3 77 2 81 3 72 2 73 2
２年 117 3 97 3 93 3 86 3 77 2 81 3 72 2
３年 114 3 117 3 97 3 93 3 86 3 77 2 81 3
計 328 9 307 9 275 9 255 8 243 8 230 7 226 7
※大淀中学校の予測値は、町立小学校から町立中学校への進学率を90％として算出しています。

大淀中学校
　年度
学年

【現在の学校配置を維持する場合についての考察】 

現在の学校配置を維持する場合の町立小学校の児童数の見込みからは、次の

ことがわかります。 

 ●令和11年度：すべての町立小学校で１学年20人を下回る学年が現れる 

 ●令和13年度：１学年10人を下回る町立小学校が現れる 

 

このことから、本町の児童生徒にとって望ましい教育環境を継続して維持し

続けるためには、適正化基本方針で令和14年から令和18年と見込んだ適正化の

実施時期について、前倒しも視野に入れた検討が求められます。 
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① 桜ヶ丘小学校と緑ヶ丘小学校を統合 
 

  

  
 

② 緑ヶ丘小学校と希望ヶ丘小学校を統合 
 

  

  
  

予測値
R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13

人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級
１年 56 2 49 2 42 2 33 2 35 2 34 2 18 1
２年 53 2 56 2 49 2 42 2 33 2 35 2 34 2

３年 66 2 53 2 56 2 49 2 42 2 33 1 35 1
４年 62 2 66 2 53 2 56 2 49 2 42 2 33 1
５年 63 2 62 2 66 2 53 2 56 2 49 2 42 2
６年 68 2 63 2 62 2 66 2 53 2 56 2 49 2
計 368 12 349 12 328 12 299 12 268 12 249 11 211 9

※合計の学級数は、合計人数について再算出しています。

　年度
学年

桜ヶ丘小＋緑ヶ丘小

予測値
R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13

人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級
１年 25 1 25 1 17 1 13 1 13 1 16 1 14 1
２年 27 1 25 1 25 1 17 1 13 1 13 1 16 1
３年 24 1 27 1 25 1 25 1 17 1 13 1 13 1
４年 23 1 24 1 27 1 25 1 25 1 17 1 13 1
５年 32 1 23 1 24 1 27 1 25 1 25 1 17 1
６年 35 1 32 1 23 1 24 1 27 1 25 1 25 1
計 166 6 156 6 141 6 131 6 120 6 109 6 98 6

　年度
学年

希望ヶ丘小学校

予測値
R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13

人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級
１年 48 2 50 2 37 2 25 1 34 2 30 1 21 1
２年 50 2 48 2 50 2 37 2 25 1 34 2 30 1
３年 58 2 50 2 48 2 50 2 37 2 25 1 34 1
４年 51 2 58 2 50 2 48 2 50 2 37 2 25 1
５年 59 2 51 2 58 2 50 2 48 2 50 2 37 2
６年 62 2 59 2 51 2 58 2 50 2 48 2 50 2
計 328 12 316 12 294 12 268 11 244 11 224 10 197 8

※合計の学級数は、合計人数について再算出しています。

　年度
学年

緑ヶ丘小＋希望ヶ丘小

予測値
R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13

人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級
１年 33 2 24 1 22 1 21 1 14 1 20 1 11 1
２年 30 1 33 2 24 1 22 1 21 1 14 1 20 1
３年 32 1 30 1 33 1 24 1 22 1 21 1 14 1
４年 34 1 32 1 30 1 33 1 24 1 22 1 21 1
５年 36 2 34 1 32 1 30 1 33 1 24 1 22 1
６年 41 2 36 2 34 1 32 1 30 1 33 1 24 1
計 206 9 189 8 175 6 162 6 144 6 134 6 112 6

　年度
学年

桜ヶ丘小学校
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③ 桜ヶ丘小学校と希望ヶ丘小学校を統合（参考） 
 

  

  
 

(３) 小学校１校、中学校１校 

このケースでは、現在の町立小学校３校すべてを１校に統合します。この場合の小学校の児

童数と学級数の予測値は、以下の表の通りです。中学校の生徒数と学級数の予測値は、(１)と同

様（表は再掲）です。小学校についての予測値からは、令和13年度においても、すべての学年

で児童数30人以上、学級数２学級以上を維持することが見込まれます。 

 

  

予測値
R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13

人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級
１年 58 2 49 2 39 2 34 2 27 1 36 2 25 1
２年 57 2 58 2 49 2 39 2 34 2 27 1 36 2
３年 56 2 57 2 58 2 49 2 39 2 34 1 27 1
４年 57 2 56 2 57 2 58 2 49 2 39 2 34 1
５年 68 2 57 2 56 2 57 2 58 2 49 2 39 2
６年 76 3 68 2 57 2 56 2 57 2 58 2 49 2
計 372 13 345 12 316 12 293 12 264 11 243 10 210 9

※合計の学級数は、合計人数について再算出しています。

桜ヶ丘小＋希望ヶ丘小
　年度
学年

予測値
R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13

人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級
１年 23 1 25 1 20 1 12 1 21 1 14 1 7 1
２年 23 1 23 1 25 1 20 1 12 1 21 1 14 1
３年 34 1 23 1 23 1 25 1 20 1 12 1 21 1
４年 28 1 34 1 23 1 23 1 25 1 20 1 12 1
５年 27 1 28 1 34 1 23 1 23 1 25 1 20 1
６年 27 1 27 1 28 1 34 1 23 1 23 1 25 1
計 162 6 160 6 153 6 137 6 124 6 115 6 99 6

　年度
学年

緑ヶ丘小学校

予測値
R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13

人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級
１年 81 3 74 3 59 2 46 2 48 2 50 2 32 2
２年 80 3 81 3 74 3 59 2 46 2 48 2 50 2
３年 90 3 80 3 81 3 74 3 59 2 46 2 48 2
４年 85 3 90 3 80 3 81 3 74 3 59 2 46 2
５年 95 3 85 3 90 3 80 3 81 3 74 3 59 2
６年 103 3 95 3 85 3 90 3 80 3 81 3 74 3
計 534 18 505 18 469 17 430 16 388 15 358 14 309 13

※合計の学級数は、合計人数について再算出しています。

予測値
R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13

人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級 人数 学級
１年 97 3 93 3 86 3 77 2 81 3 72 2 73 2
２年 117 3 97 3 93 3 86 3 77 2 81 3 72 2
３年 114 3 117 3 97 3 93 3 86 3 77 2 81 3
計 328 9 307 9 275 9 255 8 243 8 230 7 226 7
※大淀中学校の予測値は、町立小学校から町立中学校への進学率を90％として算出しています。

大淀中学校

　年度
学年

　年度
学年

３小学校の合計
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(４) 義務教育学校または小中一貫校いずれか１校 

このケースでは、３つの小学校と１つの中学校を１か所に集約します。学年区分や過程の名

称は変わるものの、該当する児童生徒数と学級数はいずれも(３)と同様になるため、表の掲載

は省略します。 

なお、義務教育学校と小中一貫校の主な違いと、県内のそれぞれの学校の設置状況を以下に

示します。 

 

【義務教育学校と小中一貫校】 

 義務教育学校 小中一貫校 

修業年限 

・９年（ただし、転校の円滑化等のた

め、前半６年と後半３年の過程の区

分は確保） 

・小学校、中学校と同じ 

教育課程 

・９年間の教育目標の設定、９年間の

系統性を確保した教育課程の編成 

・小学校、中学校の学習指導要領を準

用した上で、一貫教育の実施に必要

な教育課程の特例を創設 

・９年間の教育目標の設定、９年間の

系統性を確保した教育課程の編成 

・小学校、中学校の学習指導要領を適

用した上で、一貫教育の実施に必要

な教育課程の特例を創設 

組織 

・１人の校長 

・１つの教職員組織 

・教員は、原則、小中免許を併有 

・学校ごとの校長 

・学校ごとの教職員組織 

・教員は学校種に対応した免許を保有 

施設 ・施設の一体、分離を問わず設置可能 ・施設の一体、分離を問わず設置可能 

資料：文部科学省「小中一貫教育に適した学校施設のあり方」 

 

【奈良県内の義務教育学校（令和７年５月１日時点）】 

自治体 義務教育学校の名称 

曽爾村 曽爾小中学校 

王寺町 王寺北義務教育学校、王寺南義務教育学校 

下市町 下市あきつ学園 

天川村 天川小中学校 

野迫川村 野迫川小中学校 

下北山村 下北山小中学校 

上北山村 上北山やまゆり学園 

川上村 かわかみ源流学園 

資料：奈良県教育委員会「令和７年度学校基本数一覧」 

 

【奈良県内の施設一体型小中一貫校の整備状況】 

吉野町の「吉野さくら学園」が令和４年４月に開校したほか、奈良市の「富雄第三小中学校」

等が施設一体型小中一貫校として整備されています。また、天理市や御所市においても、その

整備が検討されています。  
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３．通学環境の検証 

適正化の４つのケースについて、地区ごとの児童生徒数の予測値から、令和８年度から令和13

年度までの通学手段別の児童生徒の見込み数を算出するとともに、各通学手段において想定され

る小学生の最長通学時間から、児童生徒の通学環境を検証します。 

※令和７年度の数値は令和７年５月１日現在の実数です。 

※以下(１)～(４)の小学校（児童）の通学手段の「バス」は、「スクールバス」を指します。 

(１) 小学校３校、中学校１校 

このケースでは、現在の町立小学校３校と町立中学校１校の配置を維持するため、現在の地

区ごとの児童生徒の通学状況から、今後の通学手段別の児童生徒の見込み数を算出しています。 

なお、これ以降の推計表において、通学手段「徒歩」は、各学校から概ね３km以内の児童生

徒数からの算出です。 
 

【小学生】 

 
 

現状の最長通学時間（分） 徒歩 電車 バス 

桜ヶ丘小学校に校区内から通学 40 30 50 

緑ヶ丘小学校に校区内から通学 30  30 

希望ヶ丘小学校に校区内から通学 30  35 

 

【中学生】 

 
 

 

次ページ以降の「(２)小学校２校、中学校１校」及び「(３)小学校１校、中学校１校」では、

中学生の通学手段別の見込み数は上記と同様のため、小学生の表のみを掲載します。 

  

予測値

通学手段
　　年度
単位

R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13  (構成比)

徒歩 382 359 327 302 277 253 225 (72.8%)
電車 人 107 101 96 90 75 70 57 (18.4%)
バス 56 55 55 46 39 36 27 (8.7%)

予測値

通学手段
　　年度
単位

R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13  (構成比)

徒歩 177 167 148 134 130 121 110 (42.5%)
電車 人 182 172 159 151 144 138 144 (55.6%)
バス 3 2 1 1 3 4 5 (1.9%)

※中学生の「バス」は「路線バス」を指します。
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(２) 小学校２校、中学校１校 

このケースでは、いずれか１校の小学校区の児童が、他のいずれかの小学校に通学すること

になります。学校配置は６つの形態が考えられますが、小学校区をまたぐ２校の統合は現実的

ではないため、桜ヶ丘小学校と希望ヶ丘小学校の統合を除く４つについて、各地区から統合先

とする小学校までの距離等を基に、今後の通学手段別の児童の見込み数を算出します。 

① 緑ヶ丘小学校を桜ヶ丘小学校に統合し、希望ヶ丘小学校は現状維持 
この場合、令和13年度には、電車通学が57人（18.4％）程度、バス通学が29人（9.4％）

程度になると見込まれます。 
 

 
 

想定される最長通学時間（分） 徒歩 電車 バス 

緑ヶ丘校区と桜ヶ丘校区から桜ヶ丘小学校に通学 40 30 50 

希望ヶ丘小学校に校区内から通学 30  35 

 

② 桜ヶ丘小学校を緑ヶ丘小学校に統合し、希望ヶ丘小学校は現状維持 
この場合、令和13年度には、電車通学が63人（20.4％）程度、バス通学が31人（10.0％）

程度になると見込まれます。 
 

 
 

想定される最長通学時間（分） 徒歩 電車 バス 

桜ヶ丘校区と緑ヶ丘校区から緑ヶ丘小学校に通学 30 40 40 

希望ヶ丘小学校に校区内から通学 30  35 

 

  

予測値

通学手段
　　年度
単位

R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13  (構成比)

徒歩 378 355 323 299 275 251 223 (72.2%)
電車 人 107 101 96 90 75 70 57 (18.4%)
バス 60 59 59 49 41 38 29 (9.4%)

予測値

通学手段
　　年度
単位

R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13  (構成比)

徒歩 374 352 320 295 267 242 215 (69.6%)
電車 人 120 115 109 100 84 77 63 (20.4%)
バス 51 48 49 43 40 40 31 (10.0%)
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③ 希望ヶ丘小学校を緑ヶ丘小学校に統合し、桜ヶ丘小学校は現状維持 
この場合、令和13年度には、電車通学が57人（18.4％）程度、バス通学が118人（38.2％）

程度になると見込まれます。 
 

 
 

想定される最長通学時間（分） 徒歩 電車 バス 

希望ヶ丘校区と緑ヶ丘校区から緑ヶ丘小学校に通学 30  40 

桜ヶ丘小学校に校区内から通学 40 30 50 

 

④ 緑ヶ丘小学校を希望ヶ丘小学校に統合し、桜ヶ丘小学校は現状維持 
この場合、令和13年度には、電車通学が57人（18.4％）程度、バス通学が115人（37.2％）

程度になると見込まれます。 

 

 
 

想定される最長通学時間（分） 徒歩 電車 バス 

緑ヶ丘校区と希望ヶ丘校区から希望ヶ丘小学校に通学 30  40 

桜ヶ丘小学校に校区内から通学 40 30 50 

 

  

予測値

通学手段
　　年度
単位

R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13  (構成比)

徒歩 234 220 200 179 165 151 134 (43.4%)
電車 人 107 101 96 90 75 70 57 (18.4%)
バス 204 194 182 169 151 138 118 (38.2%)

予測値

通学手段
　　年度
単位

R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13  (構成比)

徒歩 229 210 189 182 169 154 137 (44.3%)
電車 人 107 101 96 90 75 70 57 (18.4%)
バス 209 204 193 166 147 135 115 (37.2%)
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(３) 小学校１校、中学校１校 

このケースでは、いずれか２校の小学校区の児童が統合先となる小学校に通学することにな

ります。統合先の小学校ごとに、各地区から統合先となる小学校までの距離等を基に、今後の

通学手段別の児童の見込み数を算出します。 

① ３小学校を桜ヶ丘小学校１校に統合 
この場合、令和13年度には、電車通学が57人（18.4％）程度、バス通学が120人（38.8％）

程度になると見込まれます。 
 

 
 

想定される最長通学時間（分） 徒歩 電車 バス 

全校区から桜ヶ丘小学校に通学 40 40 40 

 

② ３小学校を緑ヶ丘小学校１校に統合 
この場合、令和13年度には、電車通学が63人（20.4％）程度、バス通学が122人（39.5％）

程度になると見込まれます。 
 

 
 

想定される最長通学時間（分） 徒歩 電車 バス 

全校区から緑ヶ丘小学校に通学 30 40 40 

 

③ ３小学校を希望ヶ丘小学校１校に統合 
この場合、電車通学は想定されず、令和13年度には、バス通学が218人（70.6％）程度に

なると見込まれます。 
 

 
 

想定される最長通学時間（分） 徒歩 電車 バス 

全校区から希望ヶ丘小学校に通学 30  40 

予測値

通学手段
　　年度
単位

R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13  (構成比)

徒歩 230 216 196 176 163 149 132 (42.7%)
電車 人 107 101 96 90 75 70 57 (18.4%)
バス 208 198 186 172 153 140 120 (38.8%)

予測値

通学手段
　　年度
単位

R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13  (構成比)

徒歩 226 213 193 172 155 140 124 (40.1%)
電車 人 120 115 109 100 84 77 63 (20.4%)
バス 199 187 176 166 152 142 122 (39.5%)

予測値

通学手段
　　年度
単位

R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13  (構成比)

徒歩 148 139 127 123 112 102 91 (29.4%)
電車 人 0 0 0 0 0 0 0 (0.0%)
バス 397 376 351 315 279 257 218 (70.6%)
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(４) 義務教育学校または小中一貫校いずれか１校 

このケースでは、既存の大淀中学校もしくは３小学校いずれかの学校施設を改修して活用、

または新たな学校施設の設置が想定されます。既存の学校施設の活用には４つの形態が考えら

れますが、ここでは大淀中学校に統合した場合の通学手段別の児童生徒の見込数を代表例とし

て示します。また、新たな学校施設の設置については、福神の学校用地（仮）に新設する場合

を参考例として示します。 

① 町立小中学校を大淀中学校に集約 
この場合の「小１～小６に該当する児童生徒」と想定される最長通学時間は、大淀中学校

と桜ヶ丘小学校の立地を鑑み、(３)の「①３小学校を桜ヶ丘小学校１校に統合」の表を掲載

（再掲）しています。 
 

 
 

想定される最長通学時間（分）／小学生のみ 徒歩 電車 バス 

全校区から大淀中学校に通学 40 40 40 

 

  

小１～小６に該当する児童生徒 予測値

通学手段
　　年度
単位

R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13  (構成比)

徒歩 230 216 196 176 163 149 132 (42.7%)
電車 人 107 101 96 90 75 70 57 (18.4%)
バス 208 198 186 172 153 140 120 (38.8%)

中１～中３に該当する児童生徒 予測値

通学手段
　　年度
単位

R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13  (構成比)

徒歩 177 167 148 134 130 121 110 (42.5%)
電車 人 182 172 159 151 144 138 144 (55.6%)
バス 3 2 1 1 3 4 5 (1.9%)

※中学生の「バス」は「路線バス」を指します。

小１～中３に該当する児童生徒 予測値

通学手段
　　年度
単位

R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13  (構成比)

徒歩 407 383 344 310 293 270 242 (42.6%)
電車 人 289 273 255 241 219 208 201 (35.4%)
バス 211 200 187 173 156 144 125 (22.0%)

合算
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② 町立小中学校を新設校に集約（福神の学校用地と仮定） 
通学の実績がないため、令和７年度の通学手段別児童生徒数についても予測値となります。

なお、徒歩通学以外の児童生徒数は、自宅から駅までの距離が概ね１km以内と見込まれる児

童生徒を電車通学、１kmを超えると見込まれる児童生徒をバス通学（スクールバスまたは奈

良交通バス）として振り分けています。 

この場合、令和13年度には、小１～小６に該当する児童生徒165人程度（53.4％）、中１

～中３に該当する児童生徒136人程度（52.5％）、あわせて301人程度が電車通学になると見

込まれます。また、小１～小６に該当する児童生徒87人程度（28.2％）、中１～中３に該当

する児童生徒69人程度（26.6％）、あわせて156人程度がバス通学になると見込まれます。 
 

 
 

想定される最長通学時間（分）／小学生のみ 徒歩 電車 バス 

全校区から新設校（福神の学校用地と仮定）に通学 40 40 40 

 

(５) 通学時の安全確保について 

通学環境の検証にあたっては、ここまでに示した通学手段ごとの児童生徒数や通学時間のほ

か、児童生徒が自宅から学校またはバス停や駅まで安全に安心して移動できるかといった視点

も重視して検証します。 

 

  

小１～小６に該当する児童生徒 予測値

通学手段
　　年度
単位

R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13  (構成比)

徒歩 107 101 96 90 75 70 57 (18.4%)
電車 人 287 274 247 227 207 188 165 (53.4%)
バス 151 140 135 121 109 101 87 (28.2%)

中１～中３に該当する児童生徒 予測値

通学手段
　　年度
単位

R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13  (構成比)

徒歩 55 54 51 53 52 50 54 (20.8%)
電車 人 191 178 166 151 144 136 136 (52.5%)
バス 116 109 91 82 81 77 69 (26.6%)

小１～中３に該当する児童生徒 予測値

通学手段
　　年度
単位

R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13  (構成比)

徒歩 162 155 147 143 127 120 111 (19.5%)
電車 人 478 452 413 378 351 324 301 (53.0%)
バス 267 249 226 203 190 178 156 (27.5%)

合算
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４．教職員体制及び施設環境の検証 

(１) 教職員体制 

児童生徒が多様な集団生活の中で切磋琢磨し、社会性を育む「望ましい教育環境」を構築す

るため、教職員の組織力を評価し、専門性を生かしたきめ細やかな指導体制と教職員の心身の

ゆとりを両立し、教育の質を持続的に向上させ得る最適な教職員体制の確保の可否について、

以下の点から検証します。 

① 小中学校の学級編制 
現在、本町で実施している独自の小中学校の学級編制を継続して維持することができるか。

（P.11「町立学校の学級編制」参照） 

② 教員の配置数 
学校の学級数に応じて定められる教員（校長、教頭含む）の配置数について、児童生徒へ

のきめ細やかな指導と教職員の負担軽減を両立することのできる学校規模を確保できるか。

（学級数が多いほど担任を持たない教員の枠が増え、組織としての厚みが増すとともに、教

員個々の負担を分散することが可能） 

 

【学級数と教員（校長、教頭含む）の配置数】 

学校あたりの学級数 
（特別支援学級を含む） 

教員の配置数 

小学校 中学校 

８学級 11人 15人 

10学級 13人 18人 

15学級 19人 24人 

20学級 25人 32人 

資料：奈良県 教職員定数の配当基準 

※上記に加え、学校の実態に応じて加配される場合があります。 

  【加配職員の例】 

 ・小学校教科担任制教員  ・通級指導教員  ・少人数授業等きめ細かな指導教員 

 ・人権教育推進教員 など 

 

(２) 施設環境 

一般財団法人建築保全センターの「建築物のライフサイクルコスト」や文部科学省の「学校

施設の長寿命化計画の見直しに向けたコスト試算等に関する調査研究」等の資料によると、鉄

筋コンクリート造校舎は、竣工から20年程度で最初の大規模改修、竣工から40年程度で長寿命

化改修の必要性が認められます。このことから、施設環境の検証では、令和７年５月時点の校

舎の築年数（竣工からの経過年数）や校舎の現状を踏まえた改修の必要性について検証します。

（P.７「町立学校の施設概要」参照） 
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５．検証の評価 

ここまで検証した各ケースについて、以下の基準によりＡ～Ｃの評価を行います。なお、特に

基準年等の記載がない項目については、令和13年度に見込まれる状況について評価します。 

 

 
評価の視点 評

価 

評価基準 

児
童
生
徒
数 

(a)望ましい少人数指導の人数 

   ・小学１～２年：15～30人 

   ・小学３～６年：18～35人 

   ・中学１～３年：20～40人 

(b)少人数指導のデメリットが現れる人数 

   ・小学校：１学級あたり10人以下 

 

 ※(a)(b)は適正化基本方針より 

Ａ 
令和13年度まで(a)を維持することが 

できる見込みがある 

Ｂ 
令和13年度までに(a)を下回る学級が 

現れる見込みがある 

Ｃ 

令和13年度までに(a)を下回る学級が 

３学級以上現れる見込みがある、 

または(b)が現れる見込みがある 

通
学
環
境 

(a)徒歩・電車・バスの最大通学時間 

(b)現状における通学経路の安全 

(c)自宅から学校またはバス停や駅まで３人 

  以下で登下校する児童数 

 

 ※(a)～(c)すべての基準への該当により評価 

Ａ 

(a)が概ね40分程度まで 

(b)が概ね確保されている 

(c)現状より減る見込みがある 

Ｂ 

(a)が概ね50分程度まで 

(b)について対策が必要な区間あり 

(c)現状より増える見込みがある 

Ｃ 

(a)が50分を超える 

(b)について対策が困難な区間あり 

(c)現状より増える見込みがある 

教
職
員
体
制 

(a)担任以外の専科教員や専門性を持った 

  教員の配置 

(b)特別支援教育のための教員の配置 

 

 ※いずれも学校あたりの児童生徒数の増減に 

  より判定 

Ａ (a/b)ともに可能となる見込み 

Ｂ (a/b)いずれか不可能となる見込み 

Ｃ (a/b)いずれも不可能となる見込み 

施
設
環
境 

(a)令和７年５月時点の校舎の築年数 

(b)今後10年以内の施設改修の必要性 

 

 ※施設の現状と改修の見込みにより判定 

Ａ 
(a)20年未満 

(b)当面、改修の必要なし 

Ｂ 
(a)20～40年 

(b)小規模改修の必要あり 

Ｃ 

(a)41年以上 

(b)長寿命化のための大規模改修の 

 必要あり 
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(１) 小学校３校、中学校１校 

現在の学校配置を維持した場合の評価です。 

この場合、緑ヶ丘小学校は「児童生徒数」がＣ評価、希望ヶ丘小学校は「児童生徒数」「通

学環境」「教職員体制」「施設環境」の４項目すべてがＣ評価となります。 

 児童生徒数 通学環境 教職員体制 施設環境 

桜ヶ丘小学校 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

緑ヶ丘小学校 Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 

希望ヶ丘小学校 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 

大淀中学校 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 

 

(２) 小学校２校、中学校１校 

小学校いずれか２校を統合した場合の小学校全体（計２校）についての評価です。大淀中学

校の評価は(１)と同様です。 

この場合、統合する小学校の評価が上がったとしても、現状を維持する小学校の評価は(１)

を継承するため、①～④いずれのケースにおいてもＣ評価が残ります。 

 児童生徒数 通学環境 教職員体制 施設環境 

①緑ヶ丘小→桜ヶ丘小に統合、 

 希望ヶ丘小は現状維持 
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 

②桜ヶ丘小→緑ヶ丘小に統合、 

 希望ヶ丘小は現状維持 
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 

③希望ヶ丘小→緑ヶ丘小に統合、 

 桜ヶ丘小は現状維持 
Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ 

④緑ヶ丘小→希望ヶ丘小に統合、 

 桜ヶ丘小は現状維持 
Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ 

 

(３) 小学校１校、中学校１校 

小学校３校を既存のいずれか１校に統合した場合の統合校についての評価です。大淀中学校

の評価は(１)と同様です。 

この場合、①の桜ヶ丘小学校に統合するケースと②の緑ヶ丘小学校に統合するケースでＣ評

価はなくなりますが、③の希望ヶ丘小学校に統合するケースでは、「通学環境」と「施設環境」

にＣ評価が残ります。 

 児童生徒数 通学環境 教職員体制 施設環境 

①３小学校を桜ヶ丘小に統合 Ａ Ｂ Ａ Ｂ 

②３小学校を緑ヶ丘小に統合 Ａ Ｂ Ａ Ｂ 

③３小学校を希望ヶ丘小に統合 Ａ Ｃ Ａ Ｃ 
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(４) 義務教育学校または小中一貫校いずれか１校 

小学校３校と中学校１校を義務教育学校または小中一貫校として集約する場合の集約校１校

についての評価です。①は現状の学校施設の規模から既存の大淀中学校に集約する場合、②は

福神の学校用地に新設する場合を例としています。 

この場合、いずれのケースもＣ評価はなくなりますが、②の新設校に集約するケースでは、

新設校の整備や新設校周辺の安全環境の整備等に一定の期間と多額の財源が必要となります。 

 児童生徒数 通学環境 教職員体制 施設環境 

①町立学校を大淀中学校に集約 Ａ Ｂ Ａ Ｂ 

②町立学校を新設校に集約 Ａ Ｂ Ａ - 

※②は施設が未整備のため、施設環境については「-」としています。 

 

(５) 評価のまとめ 

「(１)小学校３校、中学校１校」の現在の学校配置を維持する場合、桜ヶ丘小学校と大淀中

学校以外にＣ評価があり、特に希望ヶ丘小学校は４項目すべてがＣ評価となることから、町立

学校全体でみると、なんらかの対応が必要なことがわかります。 

「(２)小学校２校、中学校１校」では、統合した小学校では「児童生徒数」や「教職員体制」

の改善が見られるとしても、現状を維持する小学校１校の評価は変わらないため、いずれのケ

ースにおいてもＣ評価が残り、町立学校全体の改善とはなりません。 

「(３)小学校１校、中学校１校」では、①②③いずれのケースも「児童生徒数」「教職員体

制」でＡ評価への改善が見られます。しかし、③の希望ヶ丘小学校に統合するケースでは、

「通学環境」と「施設環境」にＣ評価が残り、希望ヶ丘小学校の立地や現状の施設では、統合

した場合も大きな改善にはつながらないことがわかります。 

「(４)義務教育学校または小中一貫校いずれか１校」では、例とした①の大淀中学校への統

合、②の福神の学校用地に新設校を整備して統合のいずれのケースにおいても、すべての項目

でＣ評価はなくなります。しかし、新設校を整備して統合する場合、福神の学校用地であって

も他の場所であっても、学校施設の整備や児童生徒の安全確保のための環境整備等、大きな財

政負担が見込まれ、また、新設に向けた計画策定から開校まで長期の整備期間が必要となるこ

とから、十分な審議と検討が必要です。 

 

(６) 適正化基本計画策定に向けて 

本中間まとめは、昨年度策定した適正化基本方針をより具体化するため、計３回にわたる学

校適正化検討会議において多角的な視点で整理・検証・評価したものです。 

本町では、直面している少子化に伴う児童生徒数の減少という課題に対し、教育環境の質を

維持・向上させることが優先の責務です。令和８年度には、本中間まとめの評価を基礎として、

本町の子どもたちにとって望ましい教育環境を持続的に確保するため、更なる検証を重ね、適

正化基本計画の策定を進めます。 

  





第４部 資料 
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１．小中学校対象年齢人口の推計 

小学校・中学校の対象となる年齢の令和20年度までの推計結果です。令和５年度から令和７年

度までは住民基本台帳の実人口、令和８年度以降が推計値です。 

※推計には、コーホート変化率法を使用 

(１) 小学校対象年齢の校区別人口 

 

 
 

※各表最下段の「全校学級数見込」は、以下の基準に従い、各学年相当の推計児童数から算出した学級数の合計です。 

・小学校 １～２年：30人、３～６年：35人    ／大淀町基準 

・中学校 令和７年度まで：各学年とも40人 

令和８年度以降：１年生から段階的に35人／文部科学省基準 

桜ヶ丘小学校区 （単位：人） 推計値
　　　　　 年度
 年齢

R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20

６歳 33 30 33 24 21 21 13 20 11 15 15 14 14 13 12 12
７歳 34 33 31 33 24 21 21 13 20 11 15 15 14 14 13 12
８歳 37 34 34 31 33 24 21 21 13 20 11 15 15 14 14 13
９歳 41 35 34 33 30 33 23 21 20 13 20 11 15 15 14 13
10歳 30 41 37 34 33 30 32 23 21 20 13 20 11 15 15 14
11歳 45 30 40 36 33 32 30 32 23 20 20 12 19 10 15 14
計 220 203 209 191 174 161 140 130 108 99 94 87 88 81 83 78

全校学級数見込
（単位：学級）

11 8 10 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

緑ヶ丘小学校区 （単位：人） 推計値
　　　　　 年度
 年齢

R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20

６歳 33 26 23 24 20 12 21 15 9 12 11 10 10 9 9 8
７歳 29 35 24 23 24 19 12 21 14 9 12 11 10 10 9 9
８歳 27 29 35 24 23 24 19 12 20 14 9 12 11 10 10 9
９歳 27 27 29 35 24 22 24 19 12 20 14 8 11 11 10 9
10歳 46 28 27 30 35 24 23 24 20 12 21 14 9 12 11 10
11歳 42 47 29 27 30 36 25 23 24 20 12 21 15 9 12 11
計 204 192 167 163 156 137 124 114 99 87 79 76 66 61 61 56

全校学級数見込
（単位：学級）

9 8 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

希望ヶ丘小学校区 （単位：人） 推計値
　　　　　 年度
 年齢

R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20

６歳 29 27 26 25 17 13 15 16 15 14 13 13 12 12 11 11
７歳 23 27 27 26 25 17 13 15 16 15 14 13 13 12 12 11
８歳 33 23 26 27 26 25 17 13 15 16 15 14 13 12 12 12
９歳 34 33 23 26 27 26 25 17 13 15 16 15 14 13 13 12
10歳 34 35 32 23 26 27 26 25 17 13 15 16 15 14 13 13
11歳 43 34 35 32 23 26 27 26 25 17 13 15 16 15 14 13
計 196 179 169 159 144 134 123 112 101 90 86 86 83 78 75 72

全校学級数見込
（単位：学級）

7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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(２) 小学校対象年齢の３校区計 

① 年齢別 

 

② 校区別 

 

 

  

３校区計 （年齢別／単位：人） 推計値
　　　　　 年度
 年齢

R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20

６歳 95 83 82 73 58 46 49 51 35 41 39 37 36 34 32 31
７歳 86 95 82 82 73 57 46 49 50 35 41 39 37 36 34 32
８歳 97 86 95 82 82 73 57 46 48 50 35 41 39 36 36 34
９歳 102 95 86 94 81 81 72 57 45 48 50 34 40 39 37 34
10歳 110 104 96 87 94 81 81 72 58 45 49 50 35 41 39 37
11歳 130 111 104 95 86 94 82 81 72 57 45 48 50 34 41 38
計 620 574 545 513 474 432 387 356 308 276 259 249 237 220 219 206

全校学級数見込
（単位：学級）

21 20 18 18 17 16 15 14 13 12 11 11 11 11 12 10

３校区計 （校区別／単位：人） 推計値
　　　　　 年度
 校区

R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20

桜 ヶ丘 小学 校区 220 203 209 191 174 161 140 130 108 99 94 87 88 81 83 78
緑 ヶ丘 小学 校区 204 192 167 163 156 137 124 114 99 87 79 76 66 61 61 56
希望ヶ丘小学校区 196 179 169 159 144 134 123 112 101 90 86 86 83 78 75 72

計 620 574 545 513 474 432 387 356 308 276 259 249 237 220 219 206

桜ヶ丘小学校区

緑ヶ丘小学校区

希望ヶ丘小学校区

0

60

120

180

240

R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20

単位：人

桜ヶ丘小学校区 緑ヶ丘小学校区 希望ヶ丘小学校区
年度

１学年平均20人ライン

１学年平均10人ライン
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(３) 中学校対象年齢人口 

 

(４) 小中学校対象年齢人口計 

 

 

  

中学校対象年齢人口 （単位：人） 推計値
　　　　　 年度
 年齢

R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20

12歳 126 127 108 103 94 85 94 79 80 71 57 44 48 50 34 40
13歳 132 126 129 108 102 94 85 94 80 80 71 56 45 47 49 33
14歳 137 132 125 128 107 102 94 84 94 81 79 72 56 44 47 49
計 395 385 362 339 303 281 273 257 254 232 207 172 149 141 130 122

全校学級数見込
（単位：学級）

12 12 9 11 9 9 9 9 9 9 8 7 6 6 5 5

※中学校の学級数見込は、令和８年度から実施される以下の文部科学省の学級編成基準に沿って算出。

12歳/中学１年相当
13歳/中学２年相当 １学級あたり40人 １学級あたり35人
14歳/中学３年相当

小中対象年齢人口計 （単位：人） 推計値
　　　　　 年度
 区分

R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20

小学校対象年齢 620 574 545 513 474 432 387 356 308 276 259 249 237 220 219 206
中学校対象年齢 395 385 362 339 303 281 273 257 254 232 207 172 149 141 130 122

計 1,015 959 907 852 777 713 660 613 562 508 466 421 386 361 349 328

小学校対象年齢

中学校対象年齢

0

240

480

720

R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20

単位：人

小学校対象年齢 中学校対象年齢
年度
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２．町立学校の適正化に係る基本方針 

(１) 大淀町立学校の適正化に係る基本方針（令和７年４月） 
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(２) 基本方針（案）についての諮問書 
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(３) 基本方針（案）についての答申書 
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